
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

令和 7 年 4 月 1 日 

湘南ホスピタル 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整

備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までの 3 年間 

 

２．内容 

   目標 正職員の一月当たりの平均残業時間を 10 時間以内とする。 

＜対策＞ 

 ・理事 から 時間労働削減の方針のメッセージを発信する。 

 ・理事会で 時間労働者を把握し、部署 に指導する。 

・平均残業時間 10 時間超の部署は、業務の効率化計画を策定し実施する。 

 

３．女性の活躍に関する情報公表について 

  正職員の一月当たりの平均残業時間 令和６年度：10.36 時間 




